
入札公告 

 

一般競争入札について次のとおり公告する。 

 

 平成２２年８月１０日 

財団法人茨城県開発公社 

理 事 長   坂 入  健 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）委託事業名 

   「民間調査機関によるマーケティング調査」委託業務 

（２）委託事業の仕様 

別に定める入札説明書及び仕様書による。 

（３）履行期間 

平成２２年９月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

２．競争入札参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の

規定に該当しない者及び同条第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制

限を受けていない者であること。 

（２）茨城県物品調達等競争入札参加有資格審査要項（平成８年２月２９日茨

城県告示第２５４号）に基づく物品調達等競争入札参加資格を有する者で

あって、審査要項第５条に規定する物品調達等競争入札参加有資格者名簿

の大分類２２（調査･測定･検査）の小分類２（市場調査・計画策定）に登

録されていること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基

づく指名停止の処置を受けている者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）茨城県内に本社・支社または営業所があること。 

（５）１の（２）の調査ができる能力を有する者であること。 

 

３．入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所等 

（１）入札説明書及び仕様書の交付期間 

平成２２年８月１０日（火）～平成２２年８月１７日（火）まで 

    （ただし、土曜日、日曜日及び祝日等は除く） 



   いずれも午前９時から午後４時まで（ただし１２時から１３時を除く） 

（２）入札説明書及び仕様書の交付場所及び問い合わせ先 

郵便番号 ３１０－０８５２ 

所在地  茨城県水戸市笠原町９７８番２５ 

機関名  （財）茨城県開発公社 総務部総務企画課 

電話番号 ０２９－３０１－７０００ 

FAX 番号 ０２９－３０１－７０１０ 

 

４．入札手続き等 

（１）入札の方法 

１（１）に掲げる業務について入札に付する。 

（２）入札書及び積算内訳書の提出方法 

書面を直接持参して提出するものとし、テレックス、電話、ファクシミ

リまたは郵送による入札は認めないものとする。 

（３）入札書及び積算内訳書の提出期限 

ア 入札書及び積算内訳書の提出場所 

  開札場所と同じ 

イ 開札の日時 

平成２２年８月３０日（月） 午前１０時００分 

   ウ 開札の場所 

     茨城県水戸市笠原町９７８番２５ 

（財）茨城県開発公社 ７階 会議室 

（４）入札額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該１００分の５に

相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価額とするので、入札者

は、消費税に係わる課税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の

１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（５）入札保証金及び契約保証金 

   免除とする 

（６）入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加する者は、２の（１）から（５）までの事項を

証明する書類を３（２）に示す場所に平成２２年８月１７日（火）午後

３時までに提出しなければならない。 

   なお、当該提出書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなけれ

ばならない。 



（７）入札の無効 

   本公告に示した競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求めら

れる義務を履行しなかった者のした入札、その他茨城県財務規則（平成

５年茨城県規則第１５号）第１４８条各号のいずれかに該当する場合の

入札は無効とする。 

（８）落札者の決定方法 

   落札者は、有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲

内で最低の価格でもって入札した者を落札者とし、契約の相手方とする。 

   ただし、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札をした者の当

該入札価格によっては調査を行い、その結果、その者により契約の履行

がなされない恐れがあると認めるときまたはその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱す恐れがあって著しく不適当であると認める

ときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ

て入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とす

る。 

   また、入札者は、この調査を実施する場合、これに協力しなければなら

ない。 

（９）契約書の作成要否 

   要 

 

５．その他 

（１）提出された資料は、返却しない。ただし、公表したり、無断で他の目的

に使用することはしない。 

（２）詳細は、入札説明書による。 

   

    

 

 


